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東海第二発電所 中央制御室火災を踏まえた再発防止対策及び 

安全管理の徹底について（更なるリスク低減対策） 
 

 当社は，令和７年２月１４日付文書「安全管理の徹底について（要請）」（東防原発

第２０９９号）に対し，再発防止対策及び安全管理の徹底について検討し，最終報告

として取り纏め８月８日にご報告いたしました。 

今般，１０月２７日に開催されました令和７年度第１回茨城県原子力安全対策委員

会におけるご意見を整理した上で，追加での対応の要否について検討いたしました。 

検討の結果，更なるリスク低減対策として以下を実施することといたしましたため，

ご報告いたします。  

 

 

① 立ち止まりに関するルールの具体化 

これまで，『予定外作業が発生したときは，作業を一時中断し，関係箇所と

協議する』と構内立入者全員に周知していたが，予定外作業がより明確に

理解されるよう，『予定外作業』と記載していたものを，『予定外作業（作

業当日の工事等日報（作業指示書等含む）に記載されていない作業）』と具

体化し，構内統一ルールに反映する。 

また，管理の確実性の観点から，QMS 規程『工事要領書作成手引書』におい

ても，同様に記載を具体化する。 

 

② 意識向上・維持の取り組み 

これまで『個々に疑義等が生じた場合は，関係箇所と協議して下さい。』と

構内立入者全員に周知していたが，基本理念としての立ち止まりを明確に

する観点から，『個々に疑義等が生じた場合は一旦立ち止まり，関係個所と

協議することで『不明な点を質す姿勢』を心がけて下さい。』と改め，構内

統一ルールに反映する。 

 

 

今後も引き続き，組織力の向上と安全文化の改善により安全管理を徹底するととも

に，対応状況や安全に対する当社全般の取り組みを積極的に公開してまいります。 

 

 

参考資料 

東海第二発電所 中央制御室火災を踏まえた再発防止対策及び安全管理の徹底 

について（２０２５年８月８日付最終報告に対する追補） 

以 上 






















































